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○いわき市水道局建設工事に係る総合評価方式実施要綱 

令和３年３月30日いわき市水道局内訓第６号 

改正 

令和４年３月31日 

令和４年11月24日 

令和５年３月20日 

令和５年６月８日 

令和６年７月12日 

令和７年３月14日 

令和８年３月13日 

いわき市水道局建設工事に係る総合評価方式実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、いわき市水道局建設工事等に係る一般競争入札実施要綱

（平成７年３月31日制定）第13条の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の

価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が最も有利なものをも

って申込みをした者を落札者とする方式（以下「総合評価方式」という。）の

実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 総合評価方式により実施することができる建設工事（以下「対象工事」

という。）は、１件当たりの設計金額が5,000万円以上で、いわき市水道局建

設業者等選定委員会要綱（昭和44年いわき市水道部内訓第５号）第１条に規定

するいわき市水道局建設業者等選定委員会（以下「委員会」という。）が総合

評価方式の適用が必要と認めたものとする。 

（総合評価方式の型式） 

第３条 総合評価方式による工事は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。 

(1) 標準型 １件当たりの設計金額が１億5,000万円以上の対象工事のうち、

施工上の技術提案を求めるもの 

(2) 簡易型 １件当たりの設計金額が7,500万円以上の対象工事のうち、施工
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上の技術提案を求めないもの 

(3) 特別簡易型 １件当たりの設計金額が5,000万円以上7,500万円未満の対

象工事又は設計金額が7,500万円以上１億円未満の対象工事で施工規模や施

工条件により特別簡易型の適用を委員会が認めたもの 

（落札決定基準の設定等） 

第４条 総合評価方式の実施に当たり、落札者決定基準を定めるにあたっては、

委員会において審議し、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行

令」という。）第167条の10の２第４項の規定により、いわき市水道局建設工

事に係る総合評価委員設置要綱（平成22年10月１日制定）第１条に規定するい

わき市水道局総合評価委員（以下「評価委員」という。）の意見を聴かなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による意見の聴取においては、併せて、当該落札者決定基準に基

づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうか

について意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が評価委

員から述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、施行令第

167条の10の２第５項の規定により、評価委員の意見を聴かなければならない。 

３ 前２項の規定による意見の聴取を行うときは、学識経験者意見聴取書（第１

号様式）を作成し、意見の内容を記録しなければならない。 

４ 第２項及び第３項の意見の聴取において、意見が付された場合は、その取扱

いを委員会に諮り、落札者決定基準を改め、又は落札者を決定するものとする。 

（入札公告） 

第５条 総合評価方式により実施する工事については、いわき市水道局契約規程

（平成３年いわき市水道局管理規程第７号）第４条に定めるもののほか、次の

各号に掲げる事項を併せて公告しなければならない。 

(1) 総合評価方式の対象工事であること。 

(2) 総合評価方式に関する評価項目及び評価基準 

(3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法 

(4) その他必要な事項 

（技術評価点申請書等の提出） 

第６条 入札に参加しようとする者（以下「申請者」という。）は、公告に定め
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るところにより、技術評価点申請書（第２号様式及び第２号様式の２）と併せ

て、次に掲げる書類のうち公告に定めるもの（以下「申請書等」という。）を

提出しなければならない。 

(1) 企業の技術力に関する調書（第３号様式） 

(2) 配置予定技術者の技術力に関する調書（第４号様式） 

(3) 地域貢献等に関する調書（第５号様式及び第５号様式の２） 

(4) 施工計画に関する調書（第６号様式） 

(5) 技術提案に関する調書（第７号様式） 

(6) その他技術評価点の算定に必要と認められる資料 

２ 申請書等の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担とし、申請書等の返

却は、行わない。 

３ 申請書等の提出後における変更、差替え及び再提出は、原則として認めない。 

（総合評価の方法） 

第７条 総合評価方式による評価の方法は、入札公告に示す評価項目等について、

申請者が提出した申請書等に基づき各評価項目を点数化した得点の合計（以下

「加算点」という。）に標準点である100点を加えた点数（以下「技術評価

点」という。）を、当該申請者の入札価格で除して得た数値（以下「評価値」

という。）をもって行う。 

（落札者又は落札候補者の決定） 

第８条 落札者又は落札候補者（以下「落札者等」という。）として決定する者

は、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、前条の規定により得られた評価値

が最も高い者とする。 

２ 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札者等を決定する

ものとする。 

３ 評価値の最も高いもの（前項の規定により落札者等を決定した場合を含

む。）の入札価格が、いわき市水道局低入札価格調査制度実施要綱（令和３年

いわき市水道局内訓第５号）第３条第１項に規定する調査基準価格を下回って

いる場合は、同要綱の規定に基づき落札者等を決定するものとする。 

（入札結果の公表等） 

第９条 総合評価方式による入札の結果の公表は、総合評価方式入札結果（第８
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号様式）及び総合評価方式評価結果（第９号様式）により行うものとし、公表

の方法、時期及び期間はいわき市水道局建設工事等に係る入札及び契約の公表

に関する要綱に規定する一般競争入札の例による。 

２ 第６条第１項の規定により提出された申請書等及び、審査表その他の評価に

関する書類については、いわき市情報公開条例（平成10年３月31日いわき市条

例第１号）第７条第３号及び第７号の規定による不開示情報として、原則とし

て情報開示を行わないものとする。 

（入札結果に関する説明） 

第10条 総合評価方式による入札に参加した者（辞退届を提出した者を除く。）

は、落札決定後から前条第１項の規定による入札結果の公表がされている間、

当該入札の自身の加算点に係る各評価項目の審査結果の内容について、工事担

当課等の長に対し、説明を求めることができる。ただし、当該審査結果に係る

審査者、審査者による採点内容その他の審査の過程に係る情報については説明

を求めることができない。 

（履行義務等） 

第11条 受注者は、入札において加点を受けた次に掲げる各号について、当該工

事に係る契約の内容の一部として履行する義務（以下「履行義務」という。）

を負う。ただし、落札決定以降において、天候の不良、関連工事の調整への協

力その他の受注者の責めに帰することができない事由により、履行できない項

目が生じた場合は、この限りでない。 

(1) 企業の技術力に関する調書（第３号様式）中「建設キャリアアップシス

テムの利用の有無」 

(2) 地域貢献等に関する調書（第５号様式）中「市内業者の活用」 

(3) 施工計画に関する調書（第６号様式）の記載内容 

(4) 技術提案に関する調書（第７号様式）の記載内容 

２ 履行確認は契約後に受注者が提出する総合評価における評価項目確認票（第

10号様式）により行う。 

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合評価方式による入札の手続について

は、いわき市水道局建設工事等に係る事後審査方式一般競争入札実施要領（平

成19年５月23日制定）及びいわき市水道局郵便入札実施要綱（令和３年いわき
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市水道局内訓第４号）の規定による。 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から実施し、同年４月１日以後に委員会で選定

された対象工事について適用する。 

 

別表（第７条関係） 

１ 評価項目及び評価基準（簡易型） 

(１) 企業の技術力（10点） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

「施工実績」 

過去15年間の公共工事におけ

る同種・類似工事の施工実績

の有無 

２点 

施工実績あり ２点 

施工実績なし ０点 

「工事成績」 

過去５年間のいわ き市発注

（※）の同工種工事における

工事成績評定点の平均点 

４点 

75点以上 ４点 

73点以上75点未満 ２点 

73点未満又は同工種工事

の施工実績なし 
０点 

「優良工事表彰」 

過去 15年間のいわき市発注

（※）の指定部門における優

良工事表彰の受賞実績の有無 

１点 

受賞実績あり １点 

受賞実績なし ０点 

「品質管理」 

ＩＳＯ 9001又はＪＩＳＱ 9001

の認証取得状況 

１点 

取得している。 １点 

取得していない。 ０点 
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「安全管理」 １点 

過去10年間に、企業とし

て国又は国が参加してい

る団体が実施する安全管

理に関する表彰の受賞実

績あり 

１点 

受賞実績がない場合で、

建設業労働災害防止協会

へ加入している。 

0.5点 

上記以外 ０点 

「建設キャリアアップシステ

ムの利用」 
１点 

利用している。 １点 

利用していない。 ０点 

※「いわき市発注」とは、いわき市長、いわき市水道事業管理者及びいわき市

病院事業管理者発注とする。 

(２) 配置予定技術者の技術力（５点） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

「施工実績」 

過去15年間の公共工事におけ

る同種・類似工事の施工実績

の有無 

２点 

監理技術者又は主任技術

者としての施工実績あり 
２点 

資格を有する現場代理人

としての施工実績あり 
１点 

施工実績なし ０点 

「保有する資格」 ２点 

指定する資格を保有して

いる。 

（１級施工管理技士又は

技術士等） 

２点 
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指定する資格を保有して

いる。 

（２級施工管理技士又は

技能士等） 

１点 

上記以外 ０点 

「指定する資格の保有年数」 １点 

10年以上 １点 

10年未満 ０点 

(３) 地域貢献等（16.5点） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

「環境への配慮」 0.5点 

ＩＳＯ 14001又はＪＩＳ

Ｑ 14001の認証を取得し

ている。 

0.5点 

ＩＳＯ 14001又はＪＩＳ

Ｑ 14001の認証を取得し

ていないが、エコアクシ

ョン21の認証を取得して

いる。 

0.3点 

上記以外 ０点 

「市内業者の活用」 ２点 

市内業者にあっては、当

該工事の請負金額の80％

以上を市内業者により施

工 （ 資 材 購 入 等 を 含

む。） 

２点 

市外業者にあっては、当 １点 
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該工事の請負金額の50％

以上を市内業者により施

工 （ 資 材 購 入 等 を 含

む。） 

上記以外 ０点 

「市内の工事実績」 

過去15年間のいわき市内にお

ける公共工事の施工実績の有

無 

１点 

施工実績あり １点 

施工実績なし ０点 

「入札参加者の所在地」 1.5点 

入札参加者の本店又は本

社が、いわき市内の指定

区域（※）内にある。 

1.5点 

入札参加者の本店又は本

社が、いわき市内の指定

区域外にある。 

 

１点 

入札参加者の委任先とし

ている支店又は営業所

が、いわき市内にある。 

0.5点 

上記以外 ０点 

「地域活動」 

市内における過去３年以上継

続したボランティア活動又は

地域づくり活動の実績の有無 

0.5点 

実績あり 0.5点 

実績なし ０点 

「次世代育成支援」 １点 「働く女性応援」及び １点 
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福島県次世代育成支援企業認

証制度における「働く女性応

援」若しくは「仕事と生活の

調和」の認証又はいわき市女

性活躍推進企業認証制度にお

ける認証取得の有無 

「仕事と生活の調和」の

認証を取得している。 

「働く女性応援」又は

「仕事と生活の調和」の

認証を取得している。 

0.5点 

「働く女性応援」及び

「仕事と生活の調和」の

いずれの認証も取得して

いないが、いわき市女性

活躍推進企業認証制度に

おける認証を取得してい

る。 

0.3点 

上記以外 ０点 

「消防団への協力」 0.5点 

いわき市消防団協力事業

所表示制度の認定を受け

ている。 

0.5点 

いわき市消防団協力事業

所表示制度の認定を受け

ていないが、いわき市消

防団に１年以上加入して

いる者を１名以上雇用し

ている。 

0.3点 

上記以外 ０点 

「献血への協力」 0.5点 
いわき市における献血協

力事業者である。 
0.5点 
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いわき市における献血協

力事業者でない。 
０点 

「市県民税の特別徴収」 

いわき市民を雇用している場

合、その者に対する市県民税

の特別徴収の実施 

0.5点 

特別徴収を行っている。 0.5点 

特別徴収を行っていな

い。 
０点 

「雇用状況」 

次のいずれかに該当する場合

（ ２ 項 目 ま で の 評 価 と す

る。） 

ア 法定義務のある企業にあ

っては法定雇用率以上の障

がい者雇用が、法定義務の

ない企業にあっては障がい

者雇用があること。 

イ いわき市内において過去

１年以内に新卒者又は離職

者を１名以上雇用（正規雇

用）していること。 

ウ いわき市内における従業

員数（正規雇用）が１年前

より１名以上増えているこ

と。 

２点 

２項目に該当する。 ２点 

１項目に該当する。 １点 

上記以外 ０点 

「災害時の協力」 

次のいずれかに該当する場合 

ア いわき市内が協定に範囲

に含まれている災害時の応

３点 

３項目に該当する。 ３点 

２項目に該当する。 ２点 

１項目に該当する。 １点 
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援協定をいわき市と締結し

ていること。又はいわき市

水道局と災害時の応援協定

を締結していること。 

イ 過去３年間にいわき市水

道局からの要請により市内

への災害時の出動実績があ

ること。 

ウ 過去３年間にいわき市水

道局からの要請により市外

への災害時の出動実績があ

ること。 

上記以外 ０点 

「維持補修等の実績」 

次のいずれかに該当する場合 

ア いわき市水道局発注の路

面復旧及び修繕（管路の緊

急修繕を除く）の実績があ

ること。 

イ いわき市水道局発注の水

道施設の維持管理に係る役

務的業務委託の実績がある

こと。 

ウ いわき市水道局発注の水

道施設（管路及びその付属

設備以外）の緊急修繕の実

績があること。 

１点 １項目以上に該当する。 １点 

「緊急修繕工事の実績」 ２点 50件以上 ２点 
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前年度１年間のいわき市水道

局発注の水道施設の緊急修繕

を実施した実績数 

25件以上50件未満 １点 

25件未満 ０点 

「健康経営」 

ふくしま健康経営優良事業者

の認定取得の有無 

0.5点 

取得している。 0.5点 

取得していない。 ０点 

※「指定区域」とは、次に掲げるいわき市の区域の区分に基づき、入札公告で

示す工事場所が存する区域をいう。 

ア 平地区 

イ 小名浜地区 

ウ 勿来地区及び田人地区 

エ 常磐地区及び遠野地区 

オ 内郷地区、好間地区及び三和地区 

カ 四倉地区、久之浜地区及び大久地区 

キ 小川地区及び川前地区 

(４) 品質確保等の確実性（20点） 

評価項目 配点 評価基準 

低入札調査基準価格以上の応札 10点 
基準価格以上10点、基準価格未満

０点 

施工計画の適切性 10点 内容により10点を上限として評価 

(５) その他（２点） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

いわき市水道局発注の同工種

工事の企業における手持ち工

事量 

２点 

契約年度の総合評価方式

による受注がない 
２点 

契約年度の総合評価方式 １点 
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による受注が１件 

契約年度の総合評価方式

による受注が２件以上 
０点 

「企業の誠実性」 

過去３年間にいわき市水道局

から文書注意及び指名停止の

処分を受けていない 

０点 

過去３年間にいわき市競

争入札有資格者指名停止

等措置要綱に基づく文書

注意及び指名停止処分を

受けていない。 

０点 

過去３年以内にいわき市

競争入札有資格者指名停

止等措置要綱第10条に基

づく文書注意処分を受け

ている。 

－１点 

過去３年以内にいわき市

競争入札有資格者指名停

止等措置要綱第２条に基

づく処分を受けている。 

－２点 

２ 評価項目及び評価基準（特別簡易型） 

(１) 企業の技術力（９点） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

「施工実績」 

過去15年間の公共工事におけ

る同種・類似工事の施工実績

の有無 

２点 

施工実績あり ２点 

施工実績なし ０点 

「工事成績」 ４点 75点以上 ４点 
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過去５年間のいわき市発注

（※）の同工種工事における

工事成績評定点の平均点 

73点以上75点未満 ２点 

73点未満または同工種工

事の実績なし 
０点 

「優良工事表彰」 

過去 15年間のいわき市発注

（※）の指定部門における優

良工事表彰の受賞実績の有無 

１点 

受賞実績あり １点 

受賞実績なし ０点 

「品質管理」 

ＩＳＯ 9001又はＪＩＳＱ 9001

の認証取得状況 

0.5点 

取得している。 0.5点 

取得していない。 ０点 

「安全管理」 0.5点 

過去10年間に、企業とし

て国又は国が参加してい

る団体が実施する安全管

理に関する表彰の受賞実

績あり 

0.5点 

受賞実績がない場合で、

建設業労働災害防止協会

へ加入している。 

0.3点 

上記以外 ０点 

建設キャリアアップシステム

の利用 
１点 

利用している。 １点 

利用していない。 ０点 

※「いわき市発注」とは、いわき市長、いわき市水道事業管理者及びいわき市

病院事業管理者発注とする。 

(２) 地域貢献等（９点） 
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評価項目 配点 評価基準 評価点 

「市内業者の活用」 １点 

市内業者にあっては、当

該工事の請負金額の80％

以上を市内業者により施

工 （ 資 材 購 入 等 を 含

む。） 

１点 

市外業者にあっては、当

該工事の請負金額の50％

以上を市内業者により施

工 （ 資 材 購 入 等 を 含

む。） 

0.5点 

上記以外 ０点 

「入札参加者の所在地」 1.5点 

入札参加者の本店又は本

社が、いわき市内の指定

区域（※）内にある。 

1.5点 

入札参加者の本店又は本

社が、いわき市内の指定

区域外にある。 

１点 

入札参加者の委任先とし

ている支店又は営業所

が、いわき市内にある。 

0.5点 

上記以外 ０点 

「消防団への協力」 0.5点 

いわき市消防団協力事業

所表示制度の認定を受け

ている。 

0.5点 
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いわき市消防団協力事業

所表示制度の認定を受け

ていないが、いわき市消

防団に１年以上加入して

いる者を１名以上雇用し

ている。 

0.3点 

上記以外 ０点 

「災害時の協力」 

３点 

３項目に該当する。 ３点 

次の項いずれかに該当する場

合 
２項目に該当する。 ２点 

ア いわき市内が協定の範囲

に含まれている災害時の応

援協定をいわき市と締結し

ていること。または、いわ

き市水道局と災害時の応援

協定を締結していること。 

１項目に該当する。 １点 

イ 過去３年間にいわき市水

道局からの要請により市内

への災害時の出動実績があ

ること。 

上記以外 ０点 

ウ 過去３年間にいわき市水

道局からの要請により市外

への災害時の出動実績があ

ること。 

「維持補修等の実績」 １点 １項目以上に該当する。 １点 
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次のいずれかに該当する場合 

ア いわき市水道局発注の路

面復旧及び修繕（管路の緊

急修繕を除く）の実績があ

ること。 

イ いわき市水道局発注の水

道施設の維持管理に係る役

務的業務委託の実績がある

こと。 

ウ いわき市水道局発注の水

道施設（管路及びその付属

設備以外）の緊急修繕の実

績があること。 

「緊急修繕工事の実績」 

前年度１年間のいわき市水道

局発注の水道施設の緊急修繕

を実施した実績数 

２点 

50件以上 ２点 

25件以上50件未満 １点 

25件未満 ０点 

※「指定区域」とは、次に掲げるいわき市の区域の区分に基づき、入札公告で

示す工事場所が存する区域をいう。 

ア 平地区 

イ 小名浜地区 

ウ 勿来地区及び田人地区 

エ 常磐地区及び遠野地区 

オ 内郷地区、好間地区及び三和地区 

カ 四倉地区、久之浜地区及び大久地区 

キ 小川地区及び川前地区 

(３) 品質確保等の確実性（10点） 
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評価項目 配点 評価基準 

低入札調査基準価格以上の応札 10点 
基準価格以上10点、基準価格未満

０点 

(４) その他（1.5点） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

いわき市水道局発注の同工種

工事の企業における手持ち工

事量 

1.5点 

契約年度の総合評価方式

による受注がない 
1.5点 

契約年度の総合評価方式

による受注が１件 
0.8点 

契約年度の総合評価方式

による受注が２件以上 
０点 

「企業の誠実性」 

過去３年間にいわき市水道局

から文書注意及び指名停止の

処分を受けていない 

０点 

過去３年間にいわき市競

争入札有資格者指名停止

等措置要綱に基づく文書

注意及び指名停止処分を

受けていない。 

０点 

過去３年以内にいわき市

競争入札有資格者指名停

止等措置要綱第10条に基

づく文書注意処分を受け

ている。 

－0.8

点 

過去３年以内にいわき市

競争入札有資格者指名停

止等措置要綱第２条に基

づく処分を受けている。 

－1.5

点 
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３ 評価項目及び評価基準（標準型） 

簡易型の評価項目及び評価基準に次の表を加える。 

(６) 技術提案（上限20点） 

評価項目 配点 評価基準 

技術提案 
上限 

20点 
内容により20点を上限として評価 
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第１号様式（第４条関係） 
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第２号様式（第６条関係） 
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第２号様式の２（第６条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 
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第４号様式（第６条関係） 
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第５号様式（第６条関係） 
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第５号様式の２（第６条関係） 
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第６号様式（第６条関係） 
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第７号様式（第６条関係） 
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第８号様式（第９条関係） 

 

第９号様式（第９条関係） 
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第10号様式（第11条関係） 
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